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 令和５年第３回東洋町議会定例会 令和５年９月７日 木曜日 

 

議事のてんまつ 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（福島 登 議長） 

皆さん、おはようございます。 

ただいまの出席議員は８名であります。 

よって、定足数に達しております。 

 

これより、令和５年第３回東洋町議会定例会を開会します。 

（開会時間：９時００分） 

直ちに、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおり会議録署名議員の

指名、会期の決定の他、議案として、決算認定９件、補正予算３

件、契約１件、その他２件、人事１件、報告１件の計１７件であ

ります。 

日程に入るに先立ちまして、諸般の報告を行います。 

武山裕一君から体調不良のため本日、欠席届が提出されており

ます。 

まず、地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、監査委

員から令和５年５月から７月分の例月出納検査の結果報告につ

いて、不都合は認められないとの報告が提出されております。 

また、令和４年度東洋町一般会計歳入歳出決算、各特別会計歳

入歳出決算の審査意見書が提出されております。 

 

次に閉会中の議員派遣２件について報告があり、代表派遣議員

から提出されております。 
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次に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条第

１項の規定により、教育委員会から令和４年度東洋町教育委員

会の自己点検、評価シートが提出されております。 

以上をもって、諸般の報告を終わります。 

 

日程に入る前に、町長から行政報告について発言の申出があり

ましたので、これを許します。 

長﨑町長。 

 

（長﨑 正仁 町長） 

皆さん、おはようございます。 

本日、令和５年東洋町議会第３回定例会を招集いたしました

ところ議員各位におかれましては、残暑厳しい折ご出席を賜り

まして誠にありがとうございます。 

本定例会には、執行部から令和４年度の各会計決算９件、令

和５年度の補正予算案３件、契約１件、その他２件、人事１件

の計１６件の議案の提出と１件の報告をさせていただきます。 

議員の皆様方におかれましては、ご審議のうえ適切なご決定

をお願い申し上げます。 

提案に先立ちまして若干の行政報告を申し上げます。 

まず、冒頭に町民の皆さま方へお詫びを申し上げます。 

８月に全町民の皆さまへ、本年度２回目の地域振興券１万円

分を配布したところですが、広報誌では７０歳以上の方には１

万５千円を配布と誤った内容を掲載しておりました。 

町民の皆様方からは、たくさんの苦情苦言をいただいており
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ますけれども７０歳以上の町民の皆様方には、誤った情報提供

で期待をさせてしまい大変申し訳ない気持ちでいっぱいであり

ます。 

心から陳謝をし深くお詫び申し上げます。大変申し訳ござい

ませんでした。 

今後は、万全を期したチェック体制で町民の皆さま方への正

確な情報提供に努めてまいります。 

次に、令和４年度の各会計の決算についてご報告をいたしま

す。 

まず、一般会計では、収入済額は、３３億９７３３万４千円、

支出済額は、３２億１３４５万９千円で歳入歳出差し引き、１

億８３８７万５千円の黒字決算となっており特別会計では、住

宅新築資金会計を除く全会計は、黒字決算となっております。 

次に、一般会計と住宅新築資金特別会計と合わせました普通

会計ベースでの歳入歳出決算でございますが、実質収支額は５

９６４万９千円の黒字となっております。 

最後に、令和４年度末の基金残高は、１０億７７４４万円で

あります。 

次に、新型コロナワクチン接種でございます。令和５年度に

おいて２回目となります、新型コロナのワクチン接種を１０月

から実施をいたします。 

今回は、９月２０日以降初回接種完了の方で生後６か月以上

の方を対象としております。 

これまでの３年間、年末年始に新型コロナは流行しておりま

すのでワクチン接種へのご理解ご協力をお願いいたします。 

次に、保育園の移転についてでございます。 
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本町２つの保育園について、想定南海トラフ地震による津波

浸水区域外への移転を計画検討しております。 

特に、甲浦保育園については、耐震診断の結果耐震性を有し

ていない建築物であるとの結果から利用者からも早期の対応を

求められているところであります。 

現在、両園の移転先の適地について検討しておりますが、ま

ずは、甲浦保育園の新築工事に向けて取り組んでおります。 

次に、四国８の字ネットワーク道路整備要望活動についてで

ございます。 

四国８の字ネットワークの道路整備について、本町の道路整

備区間については事業化決定しているものの高知県東部では、

安田～奈半利間が未事業化区間となっております。 

本年度も四国８の字ネットワークの道路整備について、高知

県と徳島県の関係市町村とともに国土交通省や財務省、県選出

国会議員への要望活動を行いつつ早期に事業着手できるよう取

り組んでまいります。 

次に、サーフィン授業についてでございます。 

今年度から管内の小中学校では、授業の一環としてサーフィ

ンを取り入れており、保育園においても小学校就学時にはサー

フィンを体験することからリズム体操を取り入れての体感づく

りやサーフボードの上に立つなど、サーフィンを身近に感じる

ように取り組んでおります。 

小中学生には、サーフィンだけではなく豊かな海を有する東

洋町で暮らしていることから海洋環境や自然保護の授業も併せ

て行っております。 

この取り組みを通じてサーフィンというスポーツが子どもた
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ちから保護者へ、そして地域へと広がり本町のサーフィン文化

の振興あるいは、郷土への愛着につながればと考えております。 

 サーフィンの授業にかかわっているサーファーの皆さまに

は、大変感謝をいたしております。引き続き、ご指導ご協力の

ほどよろしくお願いいたします。 

次に、Ｂ＆Ｇ海洋センター閉鎖の検討についてでございます。 

昭和５６年に整備をいたしました東洋町Ｂ＆Ｇ海洋センター

体育館と屋外プールですけれども、築年数が４２年経過してお

り老朽化が進行していることから閉鎖に向けて検討しておりま

す。 

屋外プールにつきましては、老朽化が激しく進んでいること

で、今年の夏は使用を禁止しております。 

体育館につきましてもこれまで幾度となく屋根部分の雨漏り

の修繕を行ってきましたが、改善には至っていないことから、

雨天時には使用できない状況であります。 

今後、地域スポーツ団体など関係者と協議して閉鎖するか否

かを検討してまいります。 

次に、八天堂ふるさとクリームパンの販売についてでござい

ます。 

国内外で事業展開をするクリームパンを柱としたスイーツパ

ン専門店の八天堂ですけれども、本町の柚子と室戸市の塩を使

用したとろける高知くりーむパンを開発し、販売に向けた準備

をしているとの報告を受けました。 

１２月ごろから販売を開始する予定で、四国内のスーパーマ

ーケット、コンビニエンスストアのファミリーマートなどで店

舗販売する計画とお聞きをしております。 
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県内の有力な柚子生産地ではなく、本町の柚子を選定してい

ただいたことをうれしく思いますし、これを機に八天堂との商

品開発に向けた取り組みへと展開できればと考えております。 

次に、夏の期間の観光客入込状況についてでございます。 

今年の７月、８月の町内の主要施設の入込状況などについて

ご報告いたします。 

海水浴、キャンプ、ビーチホッピングの観光客は、７月は対

前年比で増加をしておりますが、８月は悪天候続きのため対前

年比で半数近くにまで減少しております。生見サーフィンビー

チにつきましては、前年度の８割程度の観光客数でありました。 

海の駅東洋町につきましては、対前年度を上回る客数となっ

ておりまして、３万３１８３人の実績となっております。 

これらのほか、本町の夏の風物詩であります納涼祭が４年ぶ

りに開催をされ、観光客や帰省客で、久しぶりに賑わった夏で

もありました。 

次に、ＤＭＶ奈半利特別運行についてでございます。 

８月３０日に、阿佐海岸鉄道により、阿波海南文化村から奈

半利駅間の１往復ですがＤＭＶ特別運行が行われました。 

これは、今から１０１年前の大正１１年に計画されておりま

した高知県と徳島県を結ぶ阿佐線の未整備区間であります甲浦

駅、奈半利駅間を史上初めてＤＭＶを使用して結ぶことを目的

に企画したものであります。 

 高知県東部の公共交通機関として、継ぎ目のないシームレス

につながるよう奈半利駅までの定期運行ができることを期待し

ております。 

次に、徳島県総合防災訓練についてでございます。 
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９月１日の防災の日に合わせまして、南海トラフ地震を想定

した徳島県高知県合同の総合防災訓練に参加をいたしました。 

本町と海陽町が連携をした防災訓練では、海上自衛隊の掃海

艇なおしまが甲浦港へ着岸し、高知県防災ヘリコプターりょう

まが東洋町防災ヘリポートへ着陸し、役場職員、室戸市消防署

東洋出張所の消防士や本町消防団による救援物資輸送訓練が行

われ、また、ＤＭＶを活用して海の駅東洋町から海陽町まぜの

おかまでの広域避難訓練が行われました。 

今年度、被害想定も見直されておりますが、この訓練を機に、

生活圏でもあります海陽町との防災連携に向けて取り組みたい

と考えております。 

次に、集落活動センターと大学の連携についてでございます。 

甲浦集落活動センターなぎ主催で、昨年大盛況だったハロウ

ィンイベントですが、今年度は、高知県立大学と連携し、企画

準備段階からインベント当日まで学生に参加していただく運び

となりました。 

なぎと同大学が連携することにより、新たな発想を取り入れ

ることができ、昨年よりブラッシュアップされたイベント内容

となり、地域活性化につながる取り組みを期待しております。 

今年は、１０月２８日土曜日に開催する予定と聞いておりま

す。 

次に、地区懇談会についてでございます。 

１０月には、地区懇談会を開催することとしております。 

本町からは、私のほか幹部職員で出席させていただきます。 

主な内容としましては、各地区からの要望を伺いたいと思い

ますが、各地区の皆様方には当日の準備などで大変お世話にな
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議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

りますが、どうぞよろしくお願いをいたします。 

おわりに、本町では、スマートフォンをお持ちの方々を対象

に広報とうようや東洋町議会だよりをはじめ、町の暮らしの情

報、議会放送など音声による放送機能によりご覧いただけるア

プリケーション、ライフビジョンのサービスを行っております。 

９月に入り、朝夕も涼しく過ごしやすくなった一方で、本格

的な台風シーズンに突入しております。本町の災害情報が自動

的に入りますので、町民の皆様方にぜひご利用いただけたら幸

いに思います。 

以上、簡単でございますけれども、令和５年東洋町議会第３

回定例会の行政報告とさせていただきます。 

ご静聴ありがとうございました。 

 

（福島 登 議長） 

町長の行政報告が終わりました。 

 

日程に入ります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、議会会議規則第１２６条の規定

により、１番大坪千倫君、並びに２番廣田斎史君を指名します。 

 

日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

議会運営委員会で検討されておりますので、委員長の報告を求

めます。 

髙畠議会運営委員長。 
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議長 

 

 

（髙畠 俊彦 議会運営委員長） 

皆様、おはようございます。 

令和５年第３回定例会議会運営委員会の報告を行います。 

９月４日に、議会運営委員会を開催し、本定例会の会期並びに

運営等について協議いたしました結果、本定例会の会期は、本日

７日から９月１３日、水曜日までの７日間とする。 

運営につきましては、本日の開会日に提出者から提案理由の説

明を受け本日７日の本会議散会後から議案審査のため休会、１３

日に再開し審議採決の後に一般質問を行う。 

議案質疑は一問一答方式の時間制とし、議案全体で質疑と討論

を合わせて時間を１人３０分以内とする。また、執行部の答弁時

間も３０分以内とする。質疑、討論、答弁は簡潔に行うこととす

る。 

次に、一般質問については、一問一答方式の時間制とし質問全

体で質問時間を１人３０分以内とする。また、執行部の答弁時間

も３０分以内とする。なお、一般質問及び議案質疑については、

議会会議規則第６４条の２の規定により反問権を行使すること

ができる。また、反問権も制限時間内に含めることとする。 

議案質疑の通告期限は、８日金曜日正午まで一般質問の通告期

限は、７日木曜日午後５時までとする。 

以上のように決定いたしました。 

これで議会運営委員会の報告を終わります。 

 

（福島 登 議長） 

議会運営委員長の報告が終わりましたので、ここでお諮りしま

す。 
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ただいまの委員長の報告のとおり本定例会の会期は、本日から

９月１３日までの７日間としたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 

（異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、会期は、本日から９月１３日までの７日間と決定しま

した。 

 

日程第３、認定第１号、令和４年度東洋町一般会計歳入歳出

決算の認定の件から、日程第１１、認定第９号、令和４年度東

洋町後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてまでの９件を、この際、一括議題としたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。 

直ちに、提出者の説明を求めます。 

長﨑町長。 

 

（長﨑 正仁 町長） 

それでは、議案提案理由説明書の１ページからよろしくお願い

をいたします。 

認定第１号、令和４年度東洋町一般会計歳入歳出決算の認定

について、地方自治法第２３３条第３項の規定により、別紙、

監査委員の意見を付けて議会の認定に付します。令和５年９月

７日提出でございます。 

続いて２ページをごらんください。認定第２号令和４年度東
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洋町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、地方自治法第２３３条第３項の規定により、別紙、監査

委員の意見を付けて、議会の認定に付します。令和５年９月７

日提出でございます。 

続いて、認定第３号、令和４年度東洋町国民健康保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定について、地方自治法第２３３条第

３項の規定により、別紙、監査委員の意見を付けて、議会の認

定に付します。令和５年９月７日提出でございます。 

４ページをお開けください。認定第４号、令和４年度東洋町

介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、地方自治

法第２３３条第３項の規定により、別紙、監査委員の意見を付

けて、議会の認定に付します。令和５年９月７日提出でござい

ます。 

続いて、認定第５号令和４年度東洋町介護サービス事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、地方自治法第２３３条第３

項の規定により、別紙、監査委員の意見を付けて、議会の認定

に付します。令和５年９月７日提出でございます。 

続いて６ページをお開きください。認定第６号、令和４年度

東洋町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について、地方

自治法第２３３条第３項の規定により、別紙、監査委員の意見

を付けて、議会の認定に付します。令和５年９月７日提出でご

ざいます。 

続いて、認定第７号、令和４年度東洋町簡易水道事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、地方自治法第２３３条第３項

の規定により、別紙、監査委員の意見を付けて、議会の認定に

付します。令和５年９月７日提出でございます。 
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８ページをお開きください。認定第８号、令和４年度東洋町

観光施設事業特別会計歳入歳出決算の認定について、地方自治

法第２３３条第３項の規定により、別紙、監査委員の意見を付

けて、議会の認定に付します。令和５年９月７日提出でござい

ます。 

続いて認定第９号、令和４年度東洋町後期高齢者医療保険事

業特別会計歳入歳出決算の認定について、地方自治法第２３３

条第３項の規定により、別紙、監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付します。令和５年９月７日提出でございます。 

提案理由でございます 

認定第１号から認定第９号につきましては、一括してご報告

を申し上げます。 

一般会計では、収入済額は、３３億９千７３３万４千円、支

出済額は、３２億１千３４５万９千円、歳入歳出差引、１億８

千３８７万５千円の黒字となっております。 

次に、住宅新築資金等貸付事業特別会計では、収入済額は、

４千１８２万８千円、支出済額は、１億６千３６５万７千円、

歳入歳出差引、１億２千１８２万９千円の赤字となっておりま

す。 

次に、国民健康保険事業特別会計では、収入済額は、５億２

千８０万８千円、支出済額は、５億２千４６万６千円、歳入歳

出差引、３４万２千円の黒字となっております。 

次に、介護保険事業特別会計では、収入済額は、５億９千３

２４万円、支出済額は、５億７千１８５万７千円、歳入歳出差

引、２千１３８万３千円の黒字となっております。 

次に、介護サービス事業特別会計では、収入済額は、１千２
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議長 

３３万８千７０８円、支出済額は、１千２３３万８千１９４円、

歳入歳出差引、５１４円の黒字となっております。 

次に、下水道事業特別会計では、収入済額は、１億３千７４

万円、支出済額は、１億３千４７万４千円、歳入歳出差引、２

６万６千円の黒字となっております。 

次に、簡易水道事業特別会計では、収入済額は、１億２千６

０１万９千円、支出済額は、１億２千５８０万４千円、歳入歳

出差引、２１万５千円の黒字となっております。 

次に、観光施設事業特別会計では、収入済額は、７千６２２

万６千円、支出済額は、７千１３０万７千円、歳入歳出差引、

４９１万８千円の黒字となっております。 

次に、後期高齢者医療保険事業特別会計では、収入済額は、

４千７０５万９千円、支出済額は、４千６２９万３千円、歳入

歳出差引、７６万６千円の黒字となっております。 

最後に、東洋町全会計では、収入済額は、４９億４千５５９

万７千円、支出済額は、４８億５千５６５万８千円、歳入歳出

差引、８千９９３万８千円の黒字となっております。 

また、令和４年度東洋町一般会計及び各特別会計歳入歳出決

算説明の主要施策成果報告書を添付しておりまして、地方自治

法第２４１条第５項の規定による基金の運用状況については、

決算書の４０５ページから４０９ページまで掲載しておりま

す。 

なお、決算の内容につきましては、会計管理者が説明を致し

ます。以上ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

 

（福島 登 議長） 
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近藤会計管理者。 

 

（近藤 真人 会計管理者） 

おはようございます。 

それでは私から、令和４年度東洋町決算報告資料にて、決算

のご説明をさせていただきます。１ページをご覧ください。 

はじめにお断りとして、この資料において、ページ参照と記

載しているものにつきましては、この資料のグラフ、表並びに

決算書に掲載しておりますので、説明時もしくは後ほどご参照

いただきますようお願いいたします。 

それと、決算額につきまして、円単位まで記載しております

が、このご説明では、千円未満は省略させていただきます。ご

了承下さい。 

それでは、令和４年度東洋町歳入歳出決算、１．決算全体の

状況についてご説明させていただきます。 

①収入額全体は、４９億４５５９万７千円で、前年度比では、

５億９６４万６千円の減額、率にしますと９．３４％減となっ

ております。 

うち、一般会計の収入額は、３３億９７３３万４千円で、前

年度比では、６億３７７万４千円の減額、率にしますと１５．

０９パーセント減となっております。 

次に、特別会計全体の収入額は、１５億４８２６万２千円で、

前年度比では、９４１２万７千円の増額、率にしますと６．４

７％増となっております。 

つづきまして、②支出額全体は、４８億５５６５万８千円で、

前年度比では、５億５４万３千円の減額、率にしますと９．３
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５％減となっております。うち、一般会計の支出額は、３２億

１３４５万９千円で、前年度比では、５億７８２７万３千円の

減額、率にしますと１５．２５％減となっております。 

次に、特別会計全体の支出額は、１６億４２１９万９千円で、

前年度比では、７７７２万９千円の増額、率にしますと４．９

７％増となっております。 

つづきまして、③全会計の翌年度繰越金は、３億９８９０万

２千円で、前年度比では、１億８２６万１千円の増額、率にし

ますと３７．２５％増となっております。主な増額要因につき

ましては、甲浦公民館耐震補強改修事業でございます。 

つづきまして、④歳入歳出差引額は、８９９３万８千円で、

うち、一般会計歳入歳出差引額は、１億８３８７万５千円でご

ざいます。 

２ページをご覧ください。 

⑤令和４年度経常収支比率でございます。 

人件費、扶助費などの経常的経費、それと町税、普通交付税

などの経常的収入との比率で表す経常収支比率について、令和

４年度の決算においては、令和３年度の８６．５％から９４．

７％と８．２ポイント増加しております。これは、前年度と比

較して、維持補修費を除く科目で増加しております。 

つづきまして、⑥令和４年度実質公債比率でございます。 

３ヶ年平均でみる、実質公債費比率においては、令和３年度１

２．２％から１１．８％と０．４ポイント減少しております。

これは、国からの地方交付税 増加によるものであります。 

６ページをご覧ください。 

２．一般会計決算の状況についてでございます。 
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①令和４年度一般会計決算額を令和３年度と比較すると、収

入済は、６億３７７万４千円の減額、支出済は、５億７８２７

万３千円の減額となっております。 

令和４年度の主な事業でございます。 

この主な事業の掲載については、各科目ごとに列挙しており

ますが、時間の都合上後ほどご覧いただき決算審査時にご説明

ご質問を承りたいと思っておりますので、ここでは割愛させて

いただきます。 

１０ページをご覧ください。 

②歳入の状況でございます。ここでは、各科目ごとに前年度

と比較して増減をお示ししており、また増減額の右側にカッコ

書きで記載しております内容については、前年度と比較してそ

の主な要因を記載しております。ここでの説明は、主なものの

みご説明いたしますのでご了承下さい。 

まず、その下段にございます国庫支出金は、１億３０８万円

の減額、町債は、５億３８８２万１千円の減額で、いずれも前

年度の事業によるものでございます。 

差引６億３７７万４千円減少しております。 

１１ページをご覧下さい。 

③令和４年度の町債でございます。 

町債は、総額２億６８９０万７千円で、その内訳は主に、安

芸メルトセンター改修負担金８２２０万円、野根海岸の河川海

岸高潮対策事業２７９０万円となっております。 

１２ページをご覧ください。 

④歳出の状況でございます。 

歳出増減の内容については、各科目の増減額及び主な内訳の
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み説明致します。 

まず、議会費、４１４６万８千円で、前年度との比較では、

９５万８千円増加しております。 

次に、総務費、総額は、９億５０８万５千円で前年度との比

較では、４億４８４０万円の減額でございます。 

主な内訳は、総務管理費 ▲４億５７６４万円で、前年度の

甲浦集落活動センターなぎ建設事業でございます。 

次に、民生費、総額は、６億８３３２万５千円で、前年度と

の比較では、５０４万１千円の増額でございます。 

主な内訳は、老人福祉費１３２４万９千円で、介護保険特別

会計繰出金でございます。 

１３ページに続きます。 

次に、衛生費、総額は、３億６１１万３千円で、前年度との

比較では、８７６５万５千円の増額でございます。 

主な内訳は、清掃費９５５７万２千円で安芸広域市町村圏事

務組合負担金でございます。 

次に、農林水産業費総額は、１億８２５万８千円で前年度と

の比較では、５１６５万５千円の減額でございます。 

主な内訳は、林業費▲５６２８万９千円で、前年度の林道工

事費でございます。 

次に、商工費、総額は、４０８５万円で前年度との比較では、

８１３万８千円の減額でございます。 

次に、土木費、総額は、２億７０２１万８千円で前年度との

比較では、８５３６万５千円の減額でございます。 

主な内訳は、道路橋梁費▲６１９８万１千円で、前年度の町

道法面対策事業でございます。 
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１４ページに続きます。 

次に、消防費、総額は、２億２６４０万８千円で前年度との

比較では、３０４５万円の減額でございます。 

主な内訳は、前年度の消防施設整備基金積立金でございます。 

次に、教育費、総額は、１億６０１９万円で前年度との比較

では、３８２５万５千円の減額でございます。 

主な内訳は、教育総務費▲３２３７万３千円で前年度の体育

館改修事業でございます。 

次に、災害復旧費、総額は、２４６０万９千円で前年度との

比較では、３６８５万８千円の減額でございます。 

主な内訳は、公共土木施設災害復旧費▲３９７６万９千円で、

前年度の町道災害復旧事業でございます。 

１５ページに続きます。 

次に、公債費、総額は、４億４６９２万８千円で前年度との

比較では、１０９１万９千円の増額でございます。 

つづきまして、⑤基金の状況でございます。 

令和５年３月３１日現在、基金の現金･有価証券の主な残高

は、財政調整基金１億７６８０万円、施設整備基金２億９３４

２万９千円、減債基金１億２１５１万５千円、地域福祉基金４

６６０万６千円、ふるさとづくり基金１億７２４７万７千円、

防災対策加速化基金７０４４万円、森林環境譲与税基金１６９

５万３千円などで、合計１０億２８７９万７千円、前年度比で

は、２億４５１５万３千円増加しております。 

１６ページをご覧ください。 

また、国保財政調整基金、介護給付費準備基金、奨学基金、

土地開発基金、国民健康保険高額療養費貸付基金の状況は、決
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算書の２６７ページ、３０３ページ、４０６ページから４０９

ページを後ほどご参照願います。 

⑥町債の状況でございます。 

令和４年度末の町債の主な残高は、公共事業等債２億５９０

万８千円、緊急防災、減災事業債８億４８７７万３千円、過疎

対策事業債１９億６８３３万１千円、臨時財政対策債８億９４

４９万６千円などで総額４３億１８０９万２千円の残高、前年

度比では、１億６２１２万３千円減少しております。 

２５ページをご覧ください。 

３．特別会計決算の状況でございます。 

特別会計全体の決算額については、収入済では、１５億４８

２６万２千円前年度比では９４１２万７千円の増額、率にしま

すと６．４７％増となっております。 

次に、支出済では、１６億４２１９万９千円で前年度比では、

７７７２万９千円の増額、率にしますと４．９７％増となって

おります。 

つづきまして、各特別会計でございます。 

①住宅新築資金等貸付事業特別会計については、収入済額で

は、４１８２万８千円、前年度比では、１４４１万８千円の増

額、率にしますと５２．６０％増となっております。これは、

県補助金が増加したことによるものでございます。 

次に支出済額では、１億６３６５万７千円で、前年度比では、

２５２９万円の減額、率にしますと１３．３８％減となってお

ります。 

歳入歳出差引では、▲１億２１８２万９千円の赤字決算とな

っております。 
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次に、②国民健康保険事業特別会計について、収入済額では、

５億２０８０万８千円で、前年度比では、４９８４万８千円の

増額、率にしますと１０．５８％増となっております 

次に、支出済額では、５億２０４６万６千円で前年度比では、

４９８６万５千円の増額、率にしますと１０．６０％増となっ

ております。 

歳入歳出差引では、３４万２千円の黒字決算となっておりま

す。 

２６ページをご覧ください。 

次に、③介護保険事業特別会計について、収入済額では、５

億９３２５万円で前年度比では、１１９６万１千円の増額、率

にしますと２．０６％増となっております。 

次に、支出済額では、５億７１８５万７千円で前年度比では、

４００４万４千円の増額、率にしますと７．５３％増となって

おります。 

歳入歳出差引では、２１３８万３千円の黒字決算となってお

ります。 

次に、④介護サービス事業特別会計について、収入済額では、

１２３３万８千円で、前年度比では、１６万９千円の減額、率

にしますと１．３５％減となっております。 

次に、支出済額では、１２３３万８千円で前年度比では、１

６万９千円の減額、率にしますと１．３６％減となっておりま

す 

歳入歳出差引では、５１４円の黒字決算となっております。 

次に、⑤下水道事業特別会計について、収入済額では、１億

３０７４万円で前年度比では、９８７万１千円の増額、率にし
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ますと８．１７％増となっております。 

次に、支出済額では、１億３０４７万４千円で前年度比では、

９８１万３千円の増額、率にしますと８．１３％増となってお

りま 

歳入歳出差引では、２６万６千円の黒字決算となっておりま

す。 

２７ページに続きます。 

次に、⑥簡易水道事業特別会計について収入済額では、１億

２６０１万９千円で前年度比では、７８１万７千円の減額、率

にしますと５．８４％減となっております。 

次に、支出済額では１億２５８０万４千円で前年度比では、 

７５１万円の減額、率にしますと５．６３％減となっておりま

す。 

歳入歳出差引では、２１万５千円の黒字決算となっておりま

す。 

次に、⑦観光施設事業特別会計について、収入済額では、７

６２２万６千円で前年度比では、１５１１万７千円の増額、率

にしますと２４．７４％増となっております。 

次に支出済額では、７１３０万７千円で前年度比では、１０

４０万５千円の増額、率にしますと１７．０９％増となってお

ります。 

これは、海の駅事業収入の増加によるものでございます。 

歳入歳出差引では、４９１万８千円の黒字決算となっており

ます。 

２８ページをご覧下さい。 

最後に、⑧後期高齢者医療保険事業特別会計について、収入
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済額では、４７０５万９千円で前年度比では、８９万７千円の

増額、率にしますと１．９４％増となっております。 

支出済額では、４６２９万３千円で前年度比では、５７万１

千円の増額、率にしますと１．２％増となっております。 

歳入歳出差引では、７６万６千円の黒字決算となっておりま

す。 

以上でございます。なお、グラフ及び表につきましては、後

ほどご参照下さい。ご審議のほどよろしくお願い致します。 

 

（福島 登 議長） 

以上で、一括議題とした提出案件の説明は、すべて終わりま

した。 

ここでお諮りします。 

認定第１号、令和４年度東洋町一般会計歳入歳出決算の認定

についての件から、認定第９号、令和４年度東洋町後期高齢者

医療保険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの９件

は、質疑を省略し、議会委員会条例第５条の規定による、議長

を除く７人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、こ

れに付託して審査することにしたいと思いますが、これにご異

議ありませんか。 

（異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、認定第１号から認定第９号までの９件は、質疑を省

略し、議長を除く７人の委員で構成する決算審査特別委員会を

設置しこれに付託して審査することに決定をしました。 

暫時、休憩します。  
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（休憩時間：９時４７分） 

 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（再開時間：９時４９分） 

お諮りします。 

ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任に

ついては、議会委員会条例第７条第４項の規定により、お手元

に配布した名簿のとおり、１番、大坪千倫君、２番、廣田斎史

君、３番、安岡良仁君、４番、髙畠俊彦君、６番、今宮裕明君、

７番、田島毅三夫君、８番、西岡尚宏君を指名したいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、決算審査特別委員会の委員は、名簿のとおり選任す

ることに決定しました。 

 

ただいま選任されました特別委員の方々は、次の休憩中に委

員会を開催し正副委員長の互選を行って下さい。場所は議員控

え室でお願いします。 

なお、初めての委員会でありますので議会委員会条例第９条

第１項の規定により、ここに議長が口頭で招集の通知をいたし

ます。 

また、正副委員長がおりませんので議会委員会条例第９条第

２項の規定により、年長委員が臨時委員長として、正副委員長

を互選することになります。 

委員会の正副委員長が互選されましたら、配布します報告書
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に記載の上、直ちに議長へ提出して下さい。 

ここで、２０分間休憩します。再開は１０時１０分です。 

（休憩時間：９時５０分） 

 

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（再開時間：１０時１０分） 

初めに訂正があります。 

決算審査特別委員会の委員の数ですが、議長を除く７人と申

し上げましたが、正確には８人に訂正をよろしくお願いします。 

それに伴いまして構成委員のこの表を差し替えております。 

それと構成委員の中に、５番、武山祐一君を新たに入れたいと

思いますので、よろしくお願いをいたします。 

皆さんよろしゅうございますか。 

（自席より、はいとの声あり） 

それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

決算審査特別委員会の委員長、副委員長の互選結果について

報告をいたします。 

委員長に安岡良仁君、副委員長に廣田斎史君以上であります。 

 

日程第１２、議案第３１号、 

令和５年度東洋町一般会計補正予算第２号を定めることについ

ての件から､日程第１７､議案第３６号、高知県広域食肉センタ

ー事務組合解散に伴う事務承継についてまでの６件を、この際、

一括議題としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

（異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。 
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直ちに、提出者の説明を求めます。 

長﨑町長。 

 

（長﨑 正仁 町長） 

議案提案理由説明書の１１ページをお開きください。 

議案第３１号、令和５年度東洋町一般会計補正予算第２号を

定めることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定によ

り議会の議決を求めます。令和５年９月７日提出でございます。 

提案理由でございます。歳入歳出それぞれ９千６８１万９千

円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ３２億２千５９６

万３千円とするものでございます。 

歳入では、地方交付税、国庫及び県支出金、寄附金、諸収入、

町債を計上しております。 

歳出では、川口地区集会所屋根瓦修繕料、参議院議員選挙費、

林道相間線改良工事費、水産基盤ストックマネジメント事業負

担金、空き家改修補助金、東洋町防災拠点施設貯水槽設置工事

設計委託料、学校給食材料費などを計上しております。 

なお、内容につきましては総務課長が説明を致します。 

１２ページをお開きください。議案第３２号令和５年度東洋町

介護保険事業特別会計補正予算第２号を定めることについて、

地方自治法第２１８条第１項の規定により、議会の議決を求め

ます。令和５年９月７日提出でございます。 

提案理由でございます。歳入歳出それぞれ２千２１７万９千

円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ５億７千９７８万

１千円とするものでございます。 

歳入では、県支出金、繰越金を計上しております。 
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歳出では、介護給付費還付金、介護給付費準備基金積立金を

計上しております。 

なお、内容につきましては、住民課長兼地域包括支援センタ

ー事務局長が説明を致します。 

議案第３３号令和５年度東洋町簡易水道事業特別会計補正予

算第２号を定めることについて、地方自治法第２１８条第１項

の規定により議会の議決を求めます。令和５年９月７日提出で

ございます。 

提案理由でございます。歳入歳出それぞれ１２８万９千円を

追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２千５５２万８千

円とするものでございます。 

歳入では、諸収入を計上しております。 

歳出では、海部野根道路用地内水道施設解体工事費を計上し

ております。 

なお、内容につきましては、産業建設課長補佐が説明を致し

ます。 

続いて１４ページをお開きください 

議案第３４号、甲浦地区公民館耐震補強改修工事請負契約の

変更について、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例、第２

条の規定により議会の議決を求めます。令和５年９月７日提出

でございます。 

提案理由でございます。令和４年１２月９日に議会の議決を

得て締結しました甲浦地区公民館耐震補強改修工事につきまし

ては、契約金額を増額する必要が生じたため議会の議決を求め

るものでございます。 
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総務課長 

なお、内容につきましては、教育次長が説明を致します。 

１６ページをお開きください。 

議案第３５号、高知県広域食肉センター事務組合の解散につ

いて、地方自治法第２８８条の規定に基づき、令和６年２月２

９日をもって高知県広域食肉センター事務組合を解散すること

について、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求めま

す。令和５年９月７日提出でございます。 

続いて議案第３６号、高知県広域食肉センター事務組合の解

散に伴う事務承継について、高知県広域食肉センター事務組合

規約第１４条の規定に基づき関係市町村と協議の上、、別紙２の

とおり定めることについて地方自治法第２９０条の規定により

議会の議決を求めます。令和５年９月７日提出でございます。 

提案理由でございます。議案第３５号及び議案第３６号につ

きましては、関連がございますので、一括してご説明いたしま

す。令和５年４月より高知県食肉センター株式会社が新食肉セ

ンターにおいて、と畜事業を開始しました。高知県広域食肉セ

ンター事務組合から新食肉センターへと切れ目のない事業継続

と切替えがなされたため、令和６年２月２９日をもって解散し、

事務については、高知市が承継するものでございます。 

なお、内容につきましては、産業建設課長が説明を致します。 

以上ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

 

（福島 登 議長） 

 築地総務課長。 

 

 （築地 仲音 総務課長） 
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住民課長兼地域包

括センター事務局

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

おはようございます。 

議案第３１号、令和５年度東洋町一般会計補正予算第２号を

定めることについて、ご説明いたします。 

予算書１ページをお願いいたします。 

今回の補正では、歳入歳出それぞれ９６８１万９千円を追加

し、予算の総額を歳入歳出それぞれ３２億２５９６万３千円と

するものでございます。 

２ページをお願いいたします。 

 （予算書に基づき説明） 

 

（福島 登 議長） 

手島住民課長兼地域包括センター事務局長。 

 

（手島 憲作 住民課長兼地域包括支援センター事務局長） 

おはようございます。 

議案第３２号、令和５年度東洋町介護保険事業特別会計補正

予算第２号についてご説明申し上げます。 

予算書の１ページをお開きください。 

補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ２２１７万９千

円を追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ５億７９７８万１千

円とするものでございます。 

２ページをお願いします。 

（予算書に基づき説明） 

 

（福島 登 議長） 

生田産業建設課長補佐。 
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（生田 憲一 産業建設課長補佐） 

それでは私の方から、議案第３３号、令和５年度東洋町簡易

水道事業特別会計補正予算第２号を定めることについてご説明

いたします。 

予算書の１ページをお願いします。今回の補正予算では、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ１２８万９千円追加し、予算の総

額を歳入歳出それぞれ１億２５５２万８千円とするものです。 

２ページをお願いします。 

（予算書に基づき説明） 

 

（福島 登 議長） 

田岡教育次長。       

 

（田岡 いずみ 教育次長） 

私から議案第３４号甲浦地区公民館耐震補強改修工事請負

契約の変更について説明をさせて頂きます。 

 議案提案理由説明書の１５ページをお願いします。 

甲浦公民館につきましては、令和４年１２月９日に株式会社

岸之上工務店と契約締結を行い現在改修を行っております。 

今回の変更仮契約では２千１３万円増額となっており当初

契約金額２億３６１７万円と併せると変更後の金額は２億５

６３０万円となります。 

増額の主な要因につきましては、改修の段階で足場を組み外

壁の確認を詳細に行ったところクラックひび割れですが当初

見込みより多く発見されたこと、同じく足場を組み窓ガラスの
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ガラスシートの剥がれなどが確認をされました。 

また、今回の改修工事に合わせて老朽化をしていた消防設備

の改修を行う予定です。 

工期につきましては予定どおり令和５年１０月３１日まで

となっております。 

以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします

。 

 

（福島 登 議長） 

大坪産業建設課長。 

 

（大坪 靖幸 産業建設課長）  

それでは私から、議案第３５号、高知県広域食肉センター事

務組合の解散についてご説明をいたします。 

議案関係資料をお願いいたします。 

右肩の方にＡ４縦とじの右肩に議案第３５号３６号関係資料

という資料です。 

この資料は高知県広域食肉センター事務組合規約と解散事業

に係る想定スケジュールの資料となっております。 

高知県食肉センター株式会社が主体となって建設をしまし

た、新食肉センターは令和５年３月に完成しまして、４月から

はと畜事業が、開始されております。 

また高知県広域食肉センター事務組合につきましては、新食

肉センターの稼動開始、及び旧食肉センターの施設の解体工事

の完了によりまして、当組合の設立目的が達成されたため、解

散に向けた手続きを進めていくものでありまして、議案関係資
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料の３ページになります。 

第１２条に規定されている通り、組合を存続する必要がなく

なった場合は、関係市町村が議会の議決を経て、する協議によ

り組合を解散することができると規定をされております。 

よって地方自治法第２８８条の規定に基づき、令和６年２月

２９日をもって、当組合を解散し、同法第２９０条の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。 

続きまして議案第３６号、高知県広域食肉センター事務組合

の解散に伴う事務承継についてご説明をいたします。 

こちら議案提案理由説明書の２０ページをお開きください。 

高知県広域食肉センター事務組合の解散に伴う事務承継に関

する協議書でございます。 

この内容は議会議決後に、構成市町村による協議書となるも

のでございます。 

当組合が解散した場合は直ちに法人格を失い、解散後の清算

事務等を行うことができないことから、事務の承継先を決定す

る必要があります。 

議案関係資料の恐れ入ります議案関係資料の３ページになり

ます。 

第１４条の通り、組合の解散に伴い、事務を承継する市町村の

決定については、関係市町村が議会の議決を経てする協議をも

って定めると規定しております。 

よって、同条の規定に基づきまして、議案提案理由 

説明書の２１ページを、２１ページの協議書１の通り、高知

市が承継するとしております。 

現在高知市に事務局が設置されておりまして、関係事務を担
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っていることや、解散後の決算審査事務等を考慮しまして、高

知市への承継が合理的であると判断をいたしているところでご

ざいます。 

説明は以上になります。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

（福島 登 議長） 

以上で、一括議題とした提出案件の説明がすべて終わりまし

た。 

ここで休憩します。 

再開は１１時１０分です。 

（休憩時間：１０時５８分） 

 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

（再開時間：１１時１０分） 

休憩時間みんな守ってくださいよ。 

よろしくお願いをいたします。 

近藤会計管理者から資料の訂正があるということです。 

近藤会計管理者。 

 

（近藤 真人 会計管理者） 

すいません資料の訂正をお願いいたします。 

東洋町決算報告資料の１３ページになります。中段の農林水

産業費の差し引き、マイナス５１６５万５５２０円増加となっ

ておりますが、この三角のマイナスを削除と、あと増加を減少

と。訂正をお願いいたします。 
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農林水産業費の差し引きの部分です。下線部。１３ページで

す。 

 

（議員自席より、複数人発言あり） 

 

（福島 登 議長） 

近藤君、近藤君、もう１回、最初からもう１回説明してくだ

さい。 

 

（近藤 真人 会計管理者） 

東洋町決算報告資料の１３ページ。農林水産業費の下線部、

差し引き、一番下、農林水産業の最後の行です。差し引きに三

角を削除、増加を減少、訂正をお願いいたします。申し訳ござ

いませんでした。 

 

（福島 登 議長） 

よろしいですか。 

 

（はい、との声あり） 

 

それでは会議を再開します。 

日程第１８、同意第４号、東洋町教育委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについての件を議題とします。 

直ちに提出者の説明を求めます。 

長崎町長。 
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（長﨑 正仁 町長） 

議案提案理由説明書の２２ページをお開きください。 

同意第４号東洋町教育委員会の委員の任命につき同意を求め

ることについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、

第４条第２項の規定により議会の同意を求めます。令和５年９

月７日提出でございます。 

住所は東洋町大字河内２４番地５７。氏名は高松健太郎氏、 

でございます。生年月日は昭和５１年８月１６日生まれの満４

７歳でございます。 

任期は令和５年１１月２１日から令和９年１１月２０日まで

の４年間としております。 

提案理由でございます。令和５年１１月２０日をもって、教

育委員会委員の市原明氏が任期満了となります。 

新たに高松健太郎氏を任命したいと存じます。 

なお、経歴書を添付しておりますのでよろしくお願いをいた

します。 

以上ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

（議員側自席より、議長ちょっととの発言あり） 

 

（福島 登 議長） 

 何ですか。 

 

 （議員側自席より、提案というたらいかんか。我々はこの人

は全然知らない人なんですよ、顔も名前も。こういう人の賛否

を出せというのは我々困る、これは。それやったら写真入れる
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なり、との発言あり） 

 

田島さん、もう自席からの発言はもうそれでやめてください。 

 

（議員側自席より、どうしてとの発言あり） 

 

いやもうそれはもうやめてください。 

 

（議員側自席より、判断できますかとの発言あり） 

 

判断は皆さんがやります。 

このまま進めます。 

よろしいですか。 

提出者の説明は終わりました。 

本案については、質疑、討論を省略し、直ちに採決すること

にご異議ありませんか。 

（なしとの声あり） 

異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 

 

これより同意第４号、東洋町教育委員会の委員の任命につき

同意を求めることについての件を採決します。 

この採決は無記名投票をもって行います。 

会場の閉鎖を命じます。（議場閉鎖） 

ただいまの出席議員は７名であります。 

議会会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に２番廣

田斎史君並びに、３番安岡良仁君を指名します。 
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投票用紙を配布させます。（投票用紙配布） 

本案を可とする諸君は賛成と否とする諸君は反対と記載願い

ます。 

なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票

及び賛否が明らかでない投票は、議会会議規則第８４条の規定

により否とみなすこととなっております。 

投票用紙の配布漏れはありませんか。 

（なしとの声あり） 

配布漏れなしと認めます。 

投票箱を改めさせます。（投票箱点検） 

異常なしと認めます。 

これより投票に入ります。 

１番議員より、順次、投票願います。 

投票漏れはありませんか。 

（議員側自席より、なしとの声あり） 

（議員側自席より、棄権しますとの声あり） 

はい。 

投票漏れなしと認めます。投票を終了します。 

開票を行います。 

２番、廣田斎史君、並びに３番、安岡良仁君、立会いをお願

いします。 

投票結果の報告をいたします。 

投票総数６票、棄権１、うち有効投票６票。 

無効投票１票であります。 

有効投票中賛成５票、反対０票。 

以上のとおりであります。 
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よって、同意第４号、東洋町教育委員会の委員の任命につき

同意を求めることについての件は、同意することに決定いたし

ました。 

会場の閉鎖を解きます。（議場閉鎖解除） 

 

（議員側自席より、議長、６やろとの声あり） 

 

５です。棄権がありました。 

 

 （議員側自席より、１、２、３、４。反対何票との発言あり） 

（議員側自席より、白票・・・との発言あり） 

 （議員側自席より、６票との発言あり） 

 （議員側自席より、白票かなんかあるんとの発言あり） 

（議員自席より、複数人発言あり） 

 

言いましたけど。１票。 

 

 （議員側自席より、いやいや、それは棄権やないかとの発言

あり） 

 

 いや、もうそれも、無効も述べました。述べました。 

 あの、もう一度言いましょうか。かまいませんか。 

 

 （議員側自席より、白票入れたらなんぼになるで、投票はと

の発言あり） 
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 もう一回言いましょうか。 

そしたらもう一度皆さん、結果の報告をします。 

投票総数が６票。棄権された方が 1 つ。有効投票が６票。無

効票が１票。 

有効投票中、賛成が５票。反対０票であります。 

よって、同意第４号、東洋町教育委員会の委員の任命につき

同意を求めることについては、同意することに決定をいたしま

した。 

会場の閉鎖を解きます。 

よろしゅうございますか。 

 

（議員側自席より、はいとの声あり） 

 

 （投票結果について確認） 

 

（自席より、複数人発言あり） 

  

皆さん少しお待ち下さい。 

 休憩します。 

 （休憩時間：１１時２２分） 

 

 お待たせしました。休憩前に引き続き会議を始めます。 

 （再開時間：１１時５８分） 

先ほどの投票結果について、改めて発表いたします。 

よろしいですか。報告いたします。 

投票総数７、うち有効投票６、無効投票１。 
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有効投票中、賛成５、反対１です。 

以上のとおりであります。 

よって、同意第４号、東洋町教育委員会の委員の任命につき

同意を求めることについての件は、同意することに決定いたし

ました。 

ここで、お諮りします。 

もうお昼になりましたが、このまま続けていきたいと思いま

すが、続けることに賛成の諸君の挙手を願います。 

挙手全員であります。 

続けます。 

日程第１９、報告第４号、令和４年度財政の健全化判断比率

等の報告についての、報告を求めます。 

長﨑町長。 

 

（長﨑 正仁 町長） 

議案提案理由説明書の２４ページを。 

 

（チャイムが鳴る） 

（福島 登 議長） 

少し待って下さい。  

どうぞ。 

 

（長﨑 正仁 町長） 

報告第４号、令和４年度財政の健全化判断比率等の報告につ

いて地方公共団体の財政の健全化に関する法律、第３条第１項

及び第２２条第１項の規定により、ご報告を申し上げます。 

毎年度、健全化判断比率等を監査委員の監査に付して議会に

報告していただければならない指標について、実質赤字比率及

び連結実質赤字比率につきましてはともに該当はございませ

ん。 

実質公債費比率１１．８％。将来負担比率４８％。資金不足
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比率は該当ございません。 

以上の通りでございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

（福島 登 議長） 

以上で、本日の議事日程は、すべて終了しました。 

ここでお諮りします。 

冒頭の議会運営委員長の報告のとおり、本会議散会後から休

会とし、審議、採決並びに一般質問のため、１３日午前９時か

ら再開したいと思いますが、これに、ご異議ありませんか。 

（異議なしとの声あり） 

異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 

本日は、これにて散会します。 

次の議会放送は１３日、午前９時から開始いたします。 

これにて議会放送を終了致します。 

どうもお疲れさまでございました。 

（散会時間：１２時１分） 
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